
4． 8． 2 高松高等裁判所

職員の新型コロナウイルスへの感染について

高松高等裁判所に所属する民事部の裁判官4名が、新型コロナウイルス感染症

に感染したことが判明した。発症日、判明日及び発症日2日前以降の登庁日は以

下のとおりである。

同職員らはいずれも、同じ執務室で勤務する裁判官である。

同じ部の裁判官が全員感染したため、本感染を受けて、 7月29日 （金）から

8月5日（金）までの全ての期日 （ 16件） を本日までに取り消した。なお、緊急

を要する事件については応援態勢を組んで対応することとしている。

① 発症日 ： 7月26日 （火）

判明日 ： 7月29日 （金）

発症日の2日前以降の登庁日 ： 7月25日 （月） 、 7月26日 （火） 、 7月

27日（水） 、 7月28日 （木）及び7月29日 （金）

発症日 ： 7月29日 （金）

判明日 ： 7月29日 （金）

発症日の2日前以降の登庁日 ： 7月27日 （水）及び7月28日 （木）

発症日： 7月28日 （木）

判明日 ： 7月29日 （金）

発症日の2日前以降の登庁日 ： 7月26日 （火） 、 7月27日 （水）及び7

月28日 （木）

発症日 ： 7月28日 （木）

判明日 ： 7月29日 （金）

発症日の2日前以降の登庁日 ： 7月26日 （火） 、 7月27日 （水）及び7

月28日 （木）
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